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第／回日米文化教育会議が東京で開

催されてから６年後、又池田総理及び

ケネデ瓠大統領の決定に基づき、この一連の

二国間討議が行なわれてから贋腫７年後、第必

回会議がワシントンにおいて／９６Ｆ年祭月３

日より同Ｆ日董で開催された。当初２回の会議

における文化問題に関する一般的討議の結暴第

３回会議においては､相互理解における大学の役

割に関し、討議が限定され、集中的に行なわれ

るにいたったので、第侈回会議は主として両国の

より全般的な教育制度に関し討議することが適

切となった。日米両国が大衆教育にきいてとも

に世界で指導的な立場を有し、従って取りくむ

べき問題も類似しており、本問題は特に右~意義

芯ものとなった。従来の文化会議の実施中に育

成された友好的な雰囲気は今孜の第孕回会議に



おける討議にとり極めて有益で鴎つた。

先進社会における教育と闘発

工篝化と張代化の偏進にエリ、免進社会心教

育制度が前例のない変革を迫られていることに

注目し、本会議は現在日米両国の教育制度を特一

徴づけている経済的、欝造的及び原理的な諾面

を検討した。代襄団は両国の教育制度の類似点

並びに両国の蒙境的・歴史的特性を反映する相

異点に留意した。両国において、教育は主要産

業となり、経済全体における位置づけの評価が

必要となった。両国において、腫府の行政的及

び財政的役割は益食重要となり、蔵府の教育に

対する関係の再検討を必要とするに至った。両

国に共通の問題の一つとして両国代表は、学生

数の増大と教育に対する需要の増大、教育研究、

教育技術及び原理を、急速に変化しつつある社

会の要求に合致せし齢てゆくことの困難性爺現

乃代社会の要求の変化にエリ生ずる人的資源の余
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剰及び不足と教育の関係などの点を指摘した。

私立教育機関に十分な援助を与えることは、両

国にとり共遍の旙題である。これと対照的に、

両国は、例えば、教育の民主化については異な

った方法でこの問題に取組んできている。米国_…

の複合的性格と日本の同質的性格及び両国そ:ポレ

ぞオしり文化的遺産の相違は、両国をして異なる

方法と解決策を選ぶに至らしいている。

他の相異点として、例えば、高等教育に対す

る初等・中等教育への重点の置きかたの度合い

の違いなどが指摘された。しかしながら、この

上５左相異点の研究は有益であり、童た、両国

はそれぞれ、相手国の教育制度を詳しく検討す

ることにエリ、稗益されるものである点につき

全般的に合意をみた。

従って、会議は近い将来において実施すぺき

優先的活動として汝の計画を勧告した。

（/〕全|漕程にわたる教育制度についての情報交

換



②教育行政官及び教員の交流の堆大

③比較教育、教育計画及び教育技術に関する

二国間共同研･究・プロ「ジエクトならびに第三

国をも含めた研究、及び

例他国の教育発展に関する日米両国の経験の

交換
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全般的検計
‐凸●寺●■■￣■￣￣￣ｩ

会議は、次いで、日米両国間の文化及び教育交

流の現状の全j股的検討と将来重点が置かれるべ

き諸点の考察を行なった。日米両国の相互的７ｔ

重要性が益友増大してきている点、並びに学問

の発展、生活の潤沢化及び両国間の相互理解の

増進にとって文化、教育交流が中心的価値を有

することにかんがぷ、会議は、太平洋を渡る学

生、学考及び芸術家の数が引続き増加している

ことに、深い満足をもって注目した。会議は、

また、諸種の研究プロジェクトが、最近、両国

政府の財政的援助と～米国の社会科学研究会議、
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米国学術団体協議会及び日本学術振興会の共同

賛助の雀とに、発足したことに蓬、満足を私っ

て注目した。

同時に箔会議は、この交流がいまだその重要

性に釣合った水準艇達していないことを指摘し－

た。この交流は余りにも一方的であると感じら

刑た。工p多くの米国人が日本を訪問するとと

私に、日本の学問研究及び文化的経験が、米国

において、エリエ〈理解されるよう努力する必

要がある。資金的裏付の欠如が、均衡のとIfLた

十分な交流を阻害している大蓬左要因と認めら

れた。この関係か双方の希望するとおりに維持、

拡大されるためには、双方において新たに資金

を求める必要がある。会議は、両国の言語及び

文化的背景の相異から生じる相互理解に対する

障壁が左蕊存在することにも、注意を喚起した。

また、文化的遺産の相違に由来ず為こIfLら基本

的な知的障壁を研究し、少なくするためには稲

共同の努力が必要であることが、特に指摘され
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設合同委員会の設置
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採択された議患の瀞に沿って日米両国の教育

文化霞係の現状の全面的検討と評価が行な_われ

た。会議参加者は、両匡|の教育及び文化生活に

おけるオ目互の利害i葵i係および共通の態憲の規模に

かんがみ、日米両国の指導者《による不断の堀下

げた討議が必要であるとの結論に達した。本会

議及び／９６２年以来の前３回の会議の経験、

ならびに近代社会におけるこのような霞係の重

屠昌性の塔大は、この２年ごとの会議を継続実施

し、且つこの会議の事業に一層'直久的な基礎を

与える必要を示寸ものである。

従って、会議は、第３回会議によって設けら

れた暫定的姉妹委員会及び作業部会に代って常

設合同委員会が設置きるべきことを決議した。

このような委員会は、文イヒ及び教育の広範かつ

多岐にわたる活動を調整する仕事に対して土ｂ

多くの淳続性を与え、又皇年ごとの会議の第／

次計画機震としての役割を果し得ると考えられ
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た。

／会議は次の決議を採択した。
〆
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第￥回日米文化教育会議決議

／９８５圧￥月Ｆ日

コロンビア地区ワシントンにてイ４月３日エリーー

ざ日まで開催された第孕回日米文化教

育会譲り代表は、従前ｏ会議において

日米両国の教育及び文化關係に寵する共通の

諸問題について２国間で審議し、隔意なき討議

を行なうことに主って、多大の成果を収めたこ

とを認め、

また、

上記代表は、両国間の教育及び文化鴎･係が多

岐［わたるものであることにかんがみ、定期的

な検討及び評価を行なうこと、継続的な支持と

奨励を与えること、ならびに、さらにいっそう

恒常的、持続的な創意を必要としていることを

考慮し、



また、

両国は、両国職の葵篭的投ひ知師交流の途を

引き続き発展させかつこれを十分活魚すること

を保証十る共同の責任を有してい患ので、

また､

芸術および学問において自由jtE交流を妨げて

いる現在の障壁を除去するた肋、耀浪策を両国

間で求めねばならないので、

この会議ｔｒ、日本国総理大臣及び合衆国大統

領に対し、両国政府か引き続き．２年ごと

に、且つ､両国で滞催地を交替してこの会議を招

集し、また、前回の会議に至って設立された双

方の姉妹委員会及び作業部会に替えて、文化及

び教育上の協力に雷する単一の日米常設合同委

員会を設立することを勧告することを決議し、

また、

文化及び教育上の捲力に|雲する日米常設合一同

三号員会は

(刊今までの会議で行なわれた勧告を実施す-る
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とと、

Ｐ）両国間の文化及び教育鷺係に露する活動を

不断に検討すること、

(,､)上記(ﾛ)の活動についての新たな創意及び分

野を開発ならびに勧告すること、及び

(=）将来の会議に対十る計画を提出することを～
■-●■

勧告し、

さらに、

この会議の共同議長が、常設合同委員会の

規模、構成、運営方式、職員配置、その他の

所要事項について、両国政府に検討を求める

ために提出すぺき具体的勧告を起草すること

を目的とする両国代表に主る臨時委員会を指

名することを勧告する。▲
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特定必要事項

設立が勧告された常設合同委員会において優

先的に審議されるべき若干の特定の必要蝋項が

指摘さ】ｒＬた。右は下記を含む。

一般的に単生～教員及び研究者の交流にあた

り＿社会科堂、人文科学､芸術の役割を強化す－

べきこと。

社会科学の分野においても、自然科学の分野で

多大の効果塗もたらしたような共同研究活動をSさらに

多く実施することを奨励すべきこと。

フルプライト計画に関し、現行の個人給費計

画の継続をロＪ能とし､また－できれば‐さらにそ

の活動を拡大して‐共同研究プロジェクト、両

国間セミナー及び会議を援助し、かつまた＿よ

り多数の学生及び堂者に対してカウンセ１１ングー

オリエンテーション‐語単考査等の補佐的役務

を行ないうるよう､新たに追加資金源を見出す

ことが望ましいこと。

図書館の葬展と文献の交換に関し、それぞれ

の

－~６●、



の相手国において出版された文献を収める一つ

又はそれ以．上の規模の大きい図書館の設立のた
も

め努力し～主として学部堂生の勉単のための'｣、

規模な図書館を充実し、文献情報について、又、

特に通常の商業的経路を通じては入手不可能な

政府刊行物その他の文献の調達上の問悪につい

て＿両国の図書館に援助を与える有効左'祷報交

換所を設立し＿共同作業に土ろ図書目録の作成

を促進し､図書館専門家及び現職研修者を交換
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することが－両国それぞれにとって望萱しいと
、

と。

つねに文化会議において最も重要と認始られ

た日本人に対する英語教育に関し、現;在行なわ

れている多くの真剣な努力に対し､常に検討を

加える必要のあること。

米国人に対する日本語教育に関し－より多数

の有能な教師を補充し、特に専門的分野におけ

る高等研究のた坊の教材を老桑し‐また～日本

▲
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改善及び拡大する必要のあにおける教育施設

一声」



ろととつ

翻訳)11kび抄訳に関し､。特に社会溌単の分野に

おいて‐より多数の有能な翻訳者を確認し又は

養成し、翻訳に対するより大きい資金援助を確

保し、又、翻訳に値いずろ文献の識別について

協力する必要のあること。

芸術に関し～両国の伝統芸術及び現代芸術○

△
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鑑賞眼を高め－７．

必要のあること。

鑑賞の機会を増大させるめ、また、

ユ

■

－－


